こどもみらいＢＯＯＫ共同発行に関する仕様書別紙１


１　業務名
こどもみらいＢＯＯＫ共同発行事業

２　事業実施期間（予定）
協定締結日～令和11年３月31日（土）

３　納入期限日
令和８年９月30日（水）
令和９年度及び令和10年度の納入期限については、協議の上決定するものとする。

４　発行頻度
　　１年に１回（全３回）

５　作成費用
　　こどもみらいＢＯＯＫの企画・編集、印刷・製本及び納品など、発行に要するすべての費用は、事業者が集める広告収入等により全額負担するものとし、市は一切の費用を負担しない。

６　規格
· 本文：上質紙 ＜35.0＞Ａ判、64ｇ/㎡  相当程度のもの
表紙：コート紙＜86.5＞Ａ判、157ｇ/㎡　相当程度のもの
· 製本：無線綴じ
· サイズ：A5版(縦210ミリメートル、横148ミリメートル)またはそれ以下の大きさ
　・　ページ数：56ページ程度
・　テキスト抽出が可能なPDFデータ

７　納品冊数
6,500　冊（なお、冊数の増減については、協定締結時に協議の上決定する。）

８　納品
・　４箇所とする。（別紙２「納品先一覧」を参照）
・　納品の詳細、梱包については、市の指示に従うこと。
なお、100部単位での帯掛け又は包装を想定しております。
・　納品先数に増減があった場合については、協議の上、定める。
９　校正
　　全２回

10　広告
⑴　掲載範囲は、原則として成果品の各ページ面積のそれぞれ4分の1以下とする。ただし、市が認める場合は、各ページ面積の4分の1以上の広告掲載も可とする。
⑵　広告主の募集・広告制作は共同発行事業者が行う。
⑶　紙面へ掲載する広告内容等については、「いわき市広告事業実施要綱」及び「いわき市広告掲載基準」を遵守すること。
⑷　市は審査を行った上、広告主または広告内容の変更を求めることができる。この場合において、変更作業に要する経費は事業者の負担とする。

11　提出書類
共同発行事業者は、市が指定する日までに次に掲げる書類をいわき市こども政策課に提出しなければならない。
⑴ 委託通知書（様式７）
⑵ 納品書（任意様式）
⑶ その他提出する必要があると市が指定したもの

12　 入札参加除外者を委託先等とすることの禁止
⑴　共同発行事業者は、いわき市工事等に係る指定競争入札参加者の資格審査及び指定等の基準に関する要綱に基づく指名停止を受けている者、又はいわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱第３条に該当する者を、委託先並びに共同発行事業者及び委託先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
⑵　これらの事実が確認された場合、本市は共同発行事業者に対し、当該委託先等との委託契約等の解除を求めることができる。

13　誓約書の提出について
共同発行事業者は、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱第３条に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし共同発行事業者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこの限りでない。

14　不当介入に対する措置
⑴　共同発行事業者は、この契約の履行にあたり、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱第３条に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
⑵　共同発行事業者は、委託先等がいわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱第３条に該当する者から不当介入を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
⑶　本市は、共同発行事業者又は委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、共同発行事業者が⑴に定める報告及び届け出又は⑵に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。

15　その他
⑴　共同発行事業者は、常に本市と綿密に連絡を取り合い、その指示に従うこと。
⑵　共同発行事業者は、受託業務の実施予定及び実施状況について、定期的に本市に報告するとともに、本市から求められたときには速やかに報告すること。
⑶　共同発行事業者が独自に収集した情報及び広告を除く成果品に関する著作権は、全ていわき市に帰属するものとする。
⑷　共同発行事業者は、業務完了後、共同発行事業者の過失及び疎漏に起因する成果品の不良箇所が発見された場合、その対応については、本市と協議の上、決定するものとする。広告内容及び広告主に対する場合も同様とする。
⑸　本市が示す最新の事業内容等に基づき業務を遂行すること。

16　問合せ先
〒９７０-８６８６　いわき市平字梅本21番地
いわき市こどもみらい部こども政策課
TEL：０２４６-２２-７４８３　Fax：０２４６-２２-７０２９
E-mail：kodomoseisaku@city.iwaki.lg.jp


